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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
と

し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

指
定
障
害
区
分

医
師
氏
名

勤　

務　

場　

所

指 

定 

年 

月 

日

腎
臓
の
機
能
障
害

呼
吸
器
の
機
能
障
害

安

部

浩

子

医
療
法
人
百
善
会　

村
橋
病
院

別
府
市
千
代
町
二
番
五
号

平
三
〇
・
六
・
二
一

肢

体

不

自

由

磯

岡

藍

子

大
分
県
済
生
会　

日
田
病
院

日
田
市
大
字
三
和
六
四
三
番
地
の
七

〃

肢

体

不

自

由

松

永　

遼

大
分
県
済
生
会　

日
田
病
院

日
田
市
大
字
三
和
六
四
三
番
地
の
七

〃

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

の

機

能

障

害

和

田

浩

治

医
療
法
人
信
和
会　

和
田
病
院

宇
佐
市
大
字
出
光
一
六
五
番
地
の
一

〃

肢

体

不

自

由

田

籠

泰

明

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一
番
地

〃

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
豊
後
大
野

市
長
川
野
文
敏
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改

良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

（
た
め
池
整
備
）

寺
ヶ
谷
地
区

平
三
〇
・　

七
・　

六
か
ら

平
三
〇
・　

七
・
二
六
ま
で

豊
後
大
野
市

役
所　
　
　

　

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
有

水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

出
願
の
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
一
日

二　

出
願
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

大
分
県

　
　
　
　

代
表
者　

大
分
県
知
事　

広　

瀬　

勝　

貞

三　

埋
立
て
の
区
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　



平
成
三
十
年
七
月
六
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

　

１　

位
置

　
　
　

第
一
区
域

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦
字
越
田
尾
一
八
〇
四
番
一
の
地
先
の
道
路
の
地
先
の
公
有
水
面

　
　
　

第
二
区
域

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦
字
越
田
尾
一
九
一
八
番
四
及
び
一
九
一
八
番
三
二
の
地
先
の
国
有
海
浜
地

　
　

先
の
公
有
水
面
並
び
に
一
九
一
八
番
三
〇
の
地
先
の
公
有
水
面

　
　
　

第
三
区
域

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦
字
越
田
尾
一
九
一
八
番
三
三
の
地
先
の
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

第
一
区
域

　
　

  　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
３
の
地
点
と
１
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
九
年
の
秋
分
の
満

潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
二
・
一
六
メ
ー
ト
ル
、
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
一
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る

公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

１
の
地
点　

佐
伯
市
蒲
江
に
あ
る
国
土
地
理
院
高
森
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
二
度
四
六
分
五
二
秒
一
一

　
　
　
　
　
　

〇
四
、
東
経
一
三
一
度
五
三
分
一
八
秒
〇
九
一
二
（
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
）
か
ら
六

　
　
　
　
　
　

度
一
〇
分
三
二
秒
一
、
七
四
五
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

２
の
地
点　

１
の
地
点
か
ら
一
八
度
四
九
分
一
九
秒
四
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

３
の
地
点　

２
の
地
点
か
ら
三
四
六
度
二
二
分
二
八
秒
一
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

第
二
区
域

　
　

  　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
26
の
地
点
と
５
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
九
年
の
秋
分
の
満

潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
二
・
一
六
メ
ー
ト
ル
、
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
一
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る

公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

５
の
地
点　

基
点
か
ら
六
度
五
三
分
六
秒
一
、
四
四
七
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

６
の
地
点　

５
の
地
点
か
ら
五
二
度
三
四
分
三
六
秒
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

７
の
地
点　

６
の
地
点
か
ら
四
五
度
一
四
分
三
八
秒
七
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

８
の
地
点　

７
の
地
点
か
ら
四
二
度
〇
五
分
三
六
秒
六
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

９
の
地
点　

８
の
地
点
か
ら
三
七
度
二
一
分
三
四
秒
七
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

10
の
地
点　

９
の
地
点
か
ら
三
四
度
一
七
分
二
七
秒
五
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

11
の
地
点　

10
の
地
点
か
ら
三
一
度
五
四
分
三
九
秒
六
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

　
　

12
の
地
点　

11
の
地
点
か
ら
二
六
度
五
三
分
四
八
秒
九
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

13
の
地
点　

12
の
地
点
か
ら
二
五
度
三
二
分
三
二
秒
一
〇
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

14
の
地
点　

13
の
地
点
か
ら
二
一
度
二
五
分
五
六
秒
九
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

15
の
地
点　

14
の
地
点
か
ら
二
二
度
三
三
分
〇
五
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

16
の
地
点　

15
の
地
点
か
ら
二
二
度
一
七
分
〇
五
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

17
の
地
点　

16
の
地
点
か
ら
二
三
度
三
五
分
〇
七
秒
一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

18
の
地
点　

17
の
地
点
か
ら
二
二
度
五
九
分
一
九
秒
八
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

19
の
地
点　

18
の
地
点
か
ら
二
三
度
四
〇
分
二
三
秒
一
〇
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

20
の
地
点　

19
の
地
点
か
ら
一
四
度
四
九
分
三
六
秒
一
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

21
の
地
点　

20
の
地
点
か
ら
一
二
度
二
五
分
五
一
秒
六
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

22
の
地
点　

21
の
地
点
か
ら
六
度
一
四
分
四
七
秒
八
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

23
の
地
点　

22
の
地
点
か
ら
三
度
一
九
分
二
五
秒
三
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

24
の
地
点　

23
の
地
点
か
ら
三
五
六
度
三
七
分
五
五
秒
三
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

25
の
地
点　

24
の
地
点
か
ら
三
五
〇
度
一
三
分
一
二
秒
七
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

26
の
地
点　

25
の
地
点
か
ら
三
四
二
度
三
九
分
四
一
秒
七
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

第
三
区
域

　
　

  　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
51
の
地
点
と
47
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
九
年
の
秋
分
の
満

潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
二
・
一
六
メ
ー
ト
ル
、
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
一
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る

公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

47
の
地
点　

基
点
か
ら
八
度
五
九
分
二
秒
一
、
四
一
三
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

48
の
地
点　

47
の
地
点
か
ら
四
六
度
四
二
分
五
一
秒
一
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

49
の
地
点　

48
の
地
点
か
ら
四
五
度
二
五
分
〇
九
秒
四
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

50
の
地
点　

49
の
地
点
か
ら
四
七
度
〇
七
分
一
〇
秒
五
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

51
の
地
点　

50
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
四
八
分
一
一
秒
二
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

第
一
区
域

　
　
　

二
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

第
二
区
域

　
　
　

一
、
一
一
一
・
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

第
三
区
域

　
　
　

七
・
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

合
計

　
　
　

一
、
一
二
〇
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

位
置



平
成
三
十
年
七
月
六
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
森
崎
浦
字
越
田
尾
一
八
〇
四
番
一
の
地
先
の
道
路
の
地
先
か
ら
一
八
〇
八
番
七
六

　
　

を
経
て
一
九
一
八
番
三
三
に
至
る
間
の
地
先
の
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　

  　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
Ａ
の
地
点
と
AF
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域

　
　

Ａ
の
地
点　

基
点
か
ら
六
度
二
四
分
二
九
秒
一
、
七
六
五
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｂ
の
地
点　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
八
九
度
三
一
分
四
六
秒
二
七
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｃ
の
地
点　

Ｂ
の
地
点
か
ら
一
八
五
度
五
九
分
三
一
秒
一
七
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｄ
の
地
点　

Ｃ
の
地
点
か
ら
一
七
六
度
〇
八
分
〇
九
秒
一
五
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｅ
の
地
点　

Ｄ
の
地
点
か
ら
一
六
三
度
〇
五
分
五
三
秒
一
二
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｆ
の
地
点　

Ｅ
の
地
点
か
ら
一
五
七
度
一
五
分
四
六
秒
一
四
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｇ
の
地
点　

Ｆ
の
地
点
か
ら
一
四
七
度
〇
〇
分
五
五
秒
九
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｈ
の
地
点　

Ｇ
の
地
点
か
ら
一
三
五
度
一
二
分
四
六
秒
二
二
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｉ
の
地
点　

Ｈ
の
地
点
か
ら
一
二
八
度
二
七
分
三
五
秒
二
〇
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｊ
の
地
点　

Ｉ
の
地
点
か
ら
一
三
六
度
〇
二
分
五
二
秒
一
七
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｋ
の
地
点　

Ｊ
の
地
点
か
ら
一
四
五
度
二
三
分
五
〇
秒
一
二
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｌ
の
地
点　

Ｋ
の
地
点
か
ら
一
五
二
度
五
七
分
三
七
秒
六
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｍ
の
地
点　

Ｌ
の
地
点
か
ら
一
六
四
度
一
五
分
四
一
秒
一
五
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｎ
の
地
点　

Ｍ
の
地
点
か
ら
一
九
七
度
二
一
分
三
四
秒
二
一
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｏ
の
地
点　

Ｎ
の
地
点
か
ら
一
八
八
度
四
五
分
五
二
秒
一
七
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｐ
の
地
点　

Ｏ
の
地
点
か
ら
一
八
七
度
一
四
分
四
〇
秒
一
二
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｑ
の
地
点　

Ｐ
の
地
点
か
ら
二
〇
四
度
〇
四
分
五
八
秒
二
三
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｒ
の
地
点　

Ｑ
の
地
点
か
ら
二
〇
〇
度
三
七
分
五
六
秒
一
五
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｓ
の
地
点　

Ｒ
の
地
点
か
ら
二
〇
九
度
四
三
分
五
五
秒
一
三
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｔ
の
地
点　

Ｓ
の
地
点
か
ら
二
一
六
度
〇
八
分
二
七
秒
一
五
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｕ
の
地
点　

Ｔ
の
地
点
か
ら
二
二
六
度
五
五
分
三
五
秒
一
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｖ
の
地
点　

Ｕ
の
地
点
か
ら
二
〇
九
度
三
〇
分
一
八
秒
三
七
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｗ
の
地
点　

Ｖ
の
地
点
か
ら
二
三
一
度
二
九
分
四
八
秒
一
五
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｘ
の
地
点　

Ｗ
の
地
点
か
ら
二
三
一
度
一
八
分
一
五
秒
二
九
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｙ
の
地
点　

Ｘ
の
地
点
か
ら
二
三
二
度
四
一
分
四
一
秒
一
四
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｚ
の
地
点　

Ｙ
の
地
点
か
ら
二
一
九
度
三
九
分
三
五
秒
一
五
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AA
の
地
点　

Ｚ
の
地
点
か
ら
一
二
三
度
〇
八
分
五
七
秒
一
四
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AB
の
地
点　

AA
の
地
点
か
ら
一
一
〇
度
五
一
分
三
六
秒
六
一
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AC
の
地
点　

AB
の
地
点
か
ら
五
六
度
〇
六
分
〇
四
秒
一
〇
三
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AD
の
地
点　

AC
の
地
点
か
ら
二
〇
度
三
五
分
二
〇
秒
一
四
一
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AE
の
地
点　

AD
の
地
点
か
ら
三
四
七
度
三
〇
分
三
九
秒
八
七
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

AF
の
地
点　

AE
の
地
点
か
ら
三
一
四
度
一
四
分
〇
八
秒
一
六
三
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

三
二
、
八
七
六
・
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

五　

埋
立
地
の
用
途

　
　

道
路
用
地
、
護
岸
用
地

六　

縦
覧
の
場
所

　
　

大
分
県
農
林
水
産
部
漁
港
漁
村
整
備
課
及
び
佐
伯
市
役
所

七　

縦
覧
の
期
間

　
　

平
成
三
十
年
七
月
六
日
か
ら

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
六
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

二　

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

大
分
環
境
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
協
会

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

杉　

浦　

嘉　

雄

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
分
市
荷
揚
町
十
―
十
三　

大
分
法
曹
ビ
ル
四
Ｆ

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
一
般
市
民
、
学
校
、
事
業
所
に
対
し
て
、
環
境
の
保
全
を
図
る
活
動
、
環
境
教
育
を
推

　

進
す
る
活
動
、
地
域
の
環
境
安
全
と
防
災
支
援
活
動
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
と
科
学
技
術
の
振
興
を
図
る

　

活
動
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
活
動
、
国
際
協
力
の
支
援
と
地
球
環
境
保
全
活
動
等
に
関
す
る
事
業



平
成
三
十
年
七
月
六
日

四

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

を
行
い
、
持
続
可
能
な
地
域
社
会
を
目
指
し
た
循
環
型
の
地
域
づ
く
り
及
び
、
環
境
保
全
型
・
防
災
型
ま

　

ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

六　

定
款
変
更
の
内
容

　
　

会
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

公
告
の
方
法
の
変
更

○
公
　
　
　
　
　
告

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
九
州
防
衛
局
長
か
ら
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

作
業
の
種
類　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

公
共
測
量
（
用
地
測
量
、
基
準
点
測
量
）

二　

作
業
の
地
域　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町

三　

作
業
の
期
間

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　

  　

日
田
市
大
字
竹
田
字
上
深
三
百
九
十
五
番
一
ほ
か
四
筆
並
び
に
三
百
九
十
五
番
一
地
先
里
道
及
び
水
路

並
び
に
字
柳
ノ
本
六
百
四
十
番
一
ほ
か
十
六
筆
並
び
に
六
百
四
十
番
一
ほ
か
三
筆
の
各
地
先
里
道
及
び
水

路
並
び
に
六
百
四
十
七
番
二
ほ
か
二
筆
の
各
地
先
水
路

二　

開
発
区
域
の
面
積

　
　

五
千
八
十
二
・
八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

　
　

日
田
市
大
字
竹
田
三
百
九
十
五
番
地
の
一

　
　
　

医
療
法
人
利
光
会

　
　
　
　

理
事
長　

五
反
田　

利　

幸

四　

完
了
検
査
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
一
日


